
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
四
月
二
十
三
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
三
十
七
号 

 
 
 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
広
島
県
規
則
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   
 

 



様式第９号（第９条関係） 

手数料欄 

 

クリーニング師免許申請書 

 

平成  年  月  日   

 

広島県知事様 

 

郵便番号            

住 所      

（ふり がな）           
氏 名                           ○印  

生年月日        年   月   日 

電話番号 

            

  クリーニング師の免許を受けたいので，関係書類を添えて申請します。 

年  月  日実施 クリーニング師試験合格  

本 籍 地 （ 都 道 府 県 名 ） 

  

業務を行おうとする 

ク リ ー ニ ン グ 所
 

名 称 

  

所在地 

  

添付書類 戸籍謄本，戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し（クリーニング師試験

の申請時から氏名又は本籍に変更があつた者については，戸籍謄本又は抄本）  

  外国人にあつては，住民票の写し（住民基本台帳法（昭和42年法律第81 

号）第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。） 

注 １ 業務を行おうとする場合は，その場所を記入すること。 

  ２ 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４とする。 

 

 



附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
規
則
」
と
い

う
。
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
は
、
改
正
後
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（ 

以
下
「
改
正
後
規
則
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
行
っ
た
申
請
そ
の
他
の
手
続
と
み
な
す
。 

３ 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
七
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
第
四
条
に
基
づ
き
、
本
籍
の
記
載
の

あ
る
住
民
票
の
写
し
を
添
付
し
て
行
っ
た
申
請
は
、
改
正
前
規
則
第
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正

後
規
則
第
九
条
に
よ
っ
て
行
っ
た
申
請
と
み
な
す
。 

 


